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Ι 酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針 

 

１ 酪農及び肉用牛生産の位置付けと展開方向 

 

本県の酪農及び肉用牛生産は、県民の食生活に不可欠な、牛乳や牛肉という食料を安定的

に供給するという重要な役割を担っている。 

同時に、稲作、果樹、野菜とともに地域農業の一端を担っており、条件が不利な水田を活

用した放牧を推進することにより中山間地域の農業を活性化し、飼料用米や稲発酵粗飼料

(以下「稲ＷＣＳ」とする。)などの水田フル活用の観点から、食料自給率の向上も期待され

ている。さらに、堆肥の供給源として循環型農業の推進に大きな役割を果たしているなど、

本県農業の重要な位置にある。 

これまでの取組みとして、（１）畜産担い手の育成と生産基盤強化の推進については、担

い手の技術研修会や交流会の開催、酪農ヘルパーや作業受託組織（以下「コントラクター」

とする。）への支援、生産性向上や省力化を図るための施設・機械導入等への支援、家畜の

導入支援、（２）自給飼料基盤に立脚した畜産経営体の育成については、牧草、飼料用とう

もろこし、稲ＷＣＳ等の飼料作物栽培収穫調製機械等の導入支援、簡易放牧の推進、飼料用

米の需給調整マッチング、子実用とうもろこしの現地実証、コントラクターの育成、（３）

家畜改良の推進と新技術の開発・普及については、牛群検定の推進や性選別精液・性選別受

精卵移植技術を活用するための研修会の開催、育種価を活用した黒毛和種の種雄牛造成や牛

肉の食味特性の数値化への試み、（４）畜産物に係る安全・安心の確保については、家畜伝

染病予防法に基づく飼養衛生管理基準の遵守指導、農場ＨＡＣＣＰ・日本版畜産ＧＡＰ（以

下「ＪＧＡＰ」とする。）の取得の推進支援、（５）ニーズを踏まえた畜産物の生産・流通及

び供給については、家畜の能力向上と牛舎整備等による県産畜産物の生産拡大支援、県産畜

産物の生産者と実需者間のマッチングとＰＲ活動、（６）地域と共生する環境に配慮した畜

産経営の推進については、実態調査による環境問題の把握と改善指導、堆肥と稲わらの交換

などによる資源循環型農業への誘導、（７）地域ぐるみで収益力の向上を図る畜産クラスタ

ーの取組み推進については、畜産農家、耕種農家、市町村等と連携した規模拡大や法人化の

ための施設等整備への支援を展開してきた。その成果として、特に和牛繁殖雌牛の頭数は、

本県が独自に取り組んでいる「やまがたの和牛増頭運動」を継続してきたことなどにより、

着実に増加している。 



 

2 

 

また、前計画策定（平成 28 年２月）後、ＴＰＰ11、日ＥＵ・ＥＰＡ、日米貿易協定等が

発効し新たな局面に入ったが、本県の酪農及び肉用牛の生産は、輸入畜産物の増加、輸入飼

料価格の高止まり、国内での海外悪性伝染病の発生といった厳しい環境にさらされている一

方、法人はもとより大宗を占める中小規模な畜産農家に生産意欲の高い担い手が多く存在し

ていること、国内での畜産物の需要増加、「総称山形牛」等県産畜産物の評価向上、対米牛

肉輸出枠の拡大や中国への輸出解禁交渉が加速化していることなどから、酪農及び肉用牛の

生産拡大の機会が増加しており、これらの変化に的確に対応していくことが求められている。 

このため、「第４次山形県総合発展計画」及び「山形県農林水産業振興計画」との整合性

を図りながら、次の項目を柱とする施策や取組みを展開することにより、本県の酪農及び肉

用牛の生産振興と国内外の産地間競争にも耐え得るブランド力の高い畜産物の主産地とし

て競争力の強化を図っていく。 

（１）畜産担い手の育成と生産拡大・生産性向上による収益性の高い経営の推進 

（２）県産飼料の生産基盤強化 

（３）需要に応じた生産・供給体制の確立と輸出の戦略的拡大 

（４）持続的な畜産経営の実現と畜産への信頼・理解醸成 

（５）災害に強い畜産経営の確立 
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２ 畜産担い手の育成と生産拡大・生産性向上による収益性の高い経営の推進 

 

（１）酪農・肉用牛経営の生産基盤の強化 

   ① 酪農経営は高齢化等により戸数が減少しているものの、１戸当たりの飼養頭数は 47

頭と 10年前の約 1.5倍となり、100頭以上の経営規模における飼養頭数割合は 24％か

ら 39％に上昇するなど規模拡大が進んでいる。また、県産生乳にこだわった牛乳やヨ

ーグルト等のブランド化の取組みが進んでいる。 

     県産生乳を安定生産するため、フリーストール・ミルキングパーラー方式や搾乳ロ

ボットなど省力的飼養管理方式の導入や、ＩＣＴ等を活用した発情・分娩監視装置や

畜舎の導入、混合飼料（以下「ＴＭＲ」とする。）調製等の効率的機械の整備を組み合

わせたスマート酪農を推進し、ゆとりある生産性の高い酪農経営を確立する。また、乳

用牛群能力検定やゲノミック情報を活用した牛の改良により高能力な乳用牛を増殖し

ていく。 

 

 

   

 

   ② 本県では山形生まれ山形育ちの「総称山形牛」の生産拡大を図るため、関係者が一丸

となり和牛増頭運動を展開してきた。その結果、繁殖雌牛の飼養頭数は 7,690 頭と 10

年前から 2,100 頭増加している。肉用牛経営においては、1 戸当たりの飼養頭数は 58

頭と 10 年前の約 1.4 倍と規模拡大が進んでいるが、高齢化により飼養戸数が減少し、

生産基盤の強化が課題となっている。 

     このため、引き続き畜舎や草地・飼料畑等の整備による繁殖及び肥育経営の飼養規

模の拡大、ＩＣＴを活用した生産性の向上や効率化による生産コストの低減、繁殖雌

牛の増頭支援による県産肥育素牛の生産拡大を推進し、地域一貫生産体制の確立を加

速化する。また、優良な和牛子牛の安定確保を図るため、酪農経営との連携による受精

卵移植技術を活用した和牛生産を推進する。 

 （２）中小規模を含む家族経営の育成 

酪農経営、肉用牛繁殖及び肉用牛肥育経営においては、いずれも平均規模以下の層が

戸数で約８割を占め、本県の畜産生産基盤を底辺として支え、重要な役割を担っている。

〔ＩＣＴ〕 

○ Information and Communication Technology の略。情報通信技術。 

〔ＴＭＲ〕 

○ 粗飼料と濃厚飼料等を適切な割合で混合し、牛の養分要求量に合うように調整した飼料 

（ＴＭＲ：Total Mixed Rations）。 

 
 



 

4 

 

このような中小規模経営体においては、後継者が一定程度育ってきているものの、施設

用地の確保や建築費の上昇、資金力不足等の課題があり、規模拡大の障害となっている

ことから、増頭を伴わずともＩＣＴや先進技術等を導入した生産性向上への取組みを支

援し、担い手としての維持・確保を図っていく。 

（３）人材の育成・確保と経営資源の継承 

    これまでも関係者と連携を図りながら、酪農経営塾や和牛塾等の研修会により、担い

手の飼養管理技術の向上や交流の場を設定してきた。その結果、各経営体の生産性の向

上や担い手同士のネットワークの構築が図られている。今後とも、ＩＣＴの活用や経営

環境の変化に対応できる多様な人材を育成するための研修会を開催する。 

    また、酪農及び肉用牛の生産現場においては、高齢等の理由により生産活動を継続す

ることができず離農を余儀なくされているケースもある。このような経営体が持つ畜舎

や飼養管理技術等は貴重な財産であることから、意欲ある担い手へ継承できるようなシ

ステムづくりを検討していく。 

      

３ 県産飼料の生産基盤強化 

 

（１）耕畜連携による飼料生産の拡大 

    食料自給率の向上、県土の有効活用及び資源循環型畜産の確立を図るため、輸入粗飼

料への過度な依存体質から脱却し、自給飼料基盤に立脚した畜産経営にシフトしていく

ことが重要である。そのため、耕畜連携による稲ＷＣＳをはじめとする水田をフル活用

した飼料生産、県産稲わらの飼料利用の促進、草地改良・飼料畑整備による永年性牧草

や飼料用とうもろこしを主体とする飼料の生産拡大、耕作放棄地など低・未利用地を有

効活用した簡易放牧等により自給飼料の安定確保に努める。 

（２）飼料生産の効率化 

    自給飼料の生産に係る労働力を確保し生産拡大を図るため、コントラクター、ＴＭＲ

センターの育成・確保と必要な機械、設備・施設の整備を推進するとともに広域的な活用

を推進し、県内飼料自給率の向上を図る。 

 

 

 

〔コントラクター〕 

○ 作業受託組織。畜産農家では飼養頭数の増加により、すべての作業に手が回らなくなる。そ

こで、飼料の生産・収穫・調製などの作業を請け負う組織。 
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４ 需要に応じた生産・供給体制の確立と輸出の戦略的拡大 

 

 （１）県産畜産物の高品質化 

    本県の酪農及び肉用牛生産の取組みにおいては、食料に対する消費者嗜好の多様化に

対応し、良質で安全な畜産物を合理的な価格で安定的に供給していくことが必要である。

このため、これまで行ってきた牛肉のおいしさの研究の成果を活用するとともに、ゲノ

ミック評価技術を活用した家畜改良の推進、生体内卵子吸引技術による効率的な優良受

精卵の作出と受精卵移植技術を活用した高能力牛の増殖、飼養管理技術の向上と衛生対

策の徹底などにより県産畜産物の更なる高品質化を図り産地ブランド力を高めていく。 

 

 

（２）生乳流通コストの低減 

    生乳生産については、集乳区域の変化及び乳業の再編に的確に対応するとともに、指

定生乳生産者団体の広域化に伴う県の区域を越える生乳流通の進展に対応するため、地

域の実情を反映した効率的な集送乳路線の設定やクーラーステーション等の集送乳施設

の再編整備に支援し、生乳流通コストの低減を図っていく。 

（３）肉用牛及び牛肉の流通の合理化 

    家畜取引に係る地域の実情を踏まえ、全国農業協同組合連合会山形県本部、山形おき

たま農業協同組合、山形県家畜商業協同組合などの関係団体と情報を共有し、家畜市場

の再編整備を図り、公正かつ円滑な取引及び適正な価格形成を図る。 

    食肉流通の拠点となる食肉センターについては、輸出に対応した衛生基準を満たす施

設の整備や食肉処理加工機能の高度化を推進するとともに、県内外からの安定的集畜と

稼働率の向上等により経営の安定並びに食肉流通コストの低減を図る。 

（４）６次産業化の推進 

    酪農及び肉用牛生産の産業としての持続性を確保するためには、生産から加工、販売

までを一貫して行う６次産業化の取組みによる経営の安定化も重要である。 

    このため、意欲ある酪農及び肉用牛経営が加工や直接販売等に主体的に進出し、経営

の多角化や高度化に取り組む場合、流通・販売業者などの関係者と連携し、必要な情報の

提供や助言を行うなど、各経営体の実情に応じた支援を行っていく。 

〔ゲノミック評価〕 

○ 従来の推定育種価に一塩基多型（ＳＮＰ）というＤＮＡ情報を加えた遺伝的能力評価。 

 



 

6 

 

（５）牛肉等輸出の促進 

    東南アジアなどの国・地域において、経済成長に伴う食料消費の質の変化により、高

品質で安全な日本食へのニーズが高まっており、国産和牛肉の消費拡大に伴う、輸出の

拡大が期待される。また、日米貿易協定では低関税で輸出できる枠が大幅に拡大された

ことや、中国との関係では、畜産物輸出の再開に向け２国間交渉が加速していることか

ら、県産牛肉の輸出を拡大する絶好の機会と捉え、「総称山形牛」の輸出拡大に向けた

取組みに支援していく。 

    また、全国農業協同組合連合会山形県本部、県内の食肉センターなどの関係団体と輸

出相手国のニーズ、輸出に関する実績・課題等の関連情報を共有し、販路拡大と輸出拡

大を図る。 
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５ 持続的な畜産経営の実現と畜産への信頼・理解醸成 

 

平成 27年９月の国連サミットにおいて、持続的な開発目標（ＳＤＧｓ）が定められ、世

界的に多様性のある社会の実現に向けた取組みが求められている。また、酪農及び肉用牛

の持続的な発展のためには、収益性の高い安定的な経営の実現と併せ、安全安心な畜産物

の生産、家畜排せつ物の適正管理と利用、自給飼料等の地域資源の活用、自然災害への対

応、労働環境の改善等の足元の課題に取り組むことが必要である。 

（１）ＪＧＡＰ及び農場ＨＡＣＣＰの推進 

    高齢化や人口減少に伴う国内消費量の縮小や国際経済連携協定の相次ぐ発効等により、

国内外の産地間競争が益々激化することが見込まれるため、持続的で付加価値の高い畜

産物の生産が求められている。 

    このため、家畜衛生、環境保全、労働安全等の工程を明確化することで、生産従事者の

意識を高め、労働環境の改善、生産性の向上、経営の効率化が期待できるＪＧＡＰや農場

ＨＡＣＣＰの認証取得を推進する。これらＧＡＰ等の取組みは、生産性の向上だけでは

なく、今後の国内流通上の取引や輸出の条件としても要請があり、本県畜産の競争力を

高める有効な手段であることから、関係機関と連携した認証取得への支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）家畜排せつ物の適正管理と利用の推進 

    酪農及び肉用牛の持続的な発展のためには、家畜排せつ物を適正に管理し環境に配慮

〔ＧＡＰ〕 

○ Good Agricultural Practice の略。農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続

可能性を確保するための生産工程管理の取組。取組状況を記録簿や掲示物によって確認･表示し

ながら、農業活動を改善することで、より良い農業経営を実現する取組。 

〔ＨＡＣＣＰ〕 

○ Hazard Analysis and Critical Control Point（危害分析重要管理点）の略。最終製品の抜き

取り検査を中心とする品質管理方法とは異なり、原材料から加工・包装・出荷に至るすべての段

階で発生する可能性のある食品衛生上の問題点を検討し、その発生を防止又は減少させる管理方

式。 

〔農場ＨＡＣＣＰ〕 

○ 畜産農場におけるＨＡＣＣＰの考え方を採り入れた飼養衛生管理手法。 

〔ＳＤＧｓ〕 

○ Sustainable Development Goals の略。2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。 
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した経営を行う必要がある。 

    家畜排せつ物は堆肥化や液肥化等により適正に処理し、良質な有機質肥料として広域

的な流通の促進を図り、土づくりの観点から農地への還元をより一層推進する。併せ

て、メタン発酵による発電等の家畜排せつ物のエネルギー利用の取組みを推進する。 

    また、家畜排せつ物法の制定から 20年以上が経過する中、その当時整備した家畜排

せつ物処理施設については、老朽化が進行しているため、堆肥化処理施設や汚水処理施

設等の改修・改築による機能の保全・強化を推進し、耕種農家が求める良質な堆肥生産

に努めていく。 

（３）伝染性疾病の発生予防及びまん延防止体制の整備 

    家畜の伝染性疾病は、乳用牛や肉用牛の生産性の低下だけでなく、地域経済や輸出の

取組みにも影響を及ぼし兼ねないことから、その発生予防及びまん延防止対策が極めて

重要である。このため、飼養衛生管理基準の遵守指導を徹底するとともに、疾病発生時

の迅速かつ円滑な防疫措置の実施に向けて、市町村や関係団体等関係者が一丸となった

危機管理体制を構築・維持していく。 

（４）農薬、動物用医薬品等の適正使用の推進 

    県産畜産物の安全性を確保するため、県は関係機関と連携し、生産段階における動物

用医薬品の適正使用や生産履歴の記帳及び記録の保管等に関する指導を徹底する。 

    また、日々の観察や記録、畜舎の清掃・消毒の励行、良質な飼料や水の給与、異常家

畜の早期発見・通報等、飼養衛生管理基準の遵守を徹底することにより、健康で安全な

畜産物の生産につなげ、生産性の向上に努めるよう指導する。 

（５）加工・流通段階における安全性確保 

    平成 30年に公布された食品衛生法の一部を改正する法律により、令和２年６月から

ＨＡＣＣＰに即した衛生管理が制度化されたことから、乳業者等の牛乳・乳製品の製造

及び食肉処理過程におけるＨＡＣＣＰ手法を取り入れた衛生的処理、並びにそれに対応

した施設設備の整備を支援する。 

（６）産業動物診療獣医師などの養成・確保 

    ＢＳＥ、高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫、国内での豚熱等の発生を受け、安全で

良質な畜産物の安定的な供給に関して、産業動物診療獣医師や都道府県公務員獣医師に

対する国民の期待が高まっており、こうした獣医師の果たすべき役割が増大している。

産業動物分野の獣医師確保のため、県は山形県農業共済組合など関係団体と情報を共有
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し、獣医系大学の学生が産業動物診療や家畜衛生行政に触れる機会を増やすことで、産

業動物分野及び家畜衛生公務員への就業誘引を図る。 

    また、家畜人工授精師などの専門性を必要とする資格者を確保すべく、講習会の開催

や国の技術研修会などへの参加を通じて畜産技術者の資質向上を図るとともに、畜産関

係の各機関・団体等がより一層連携を図ることにより、高度で多様な畜産経営体のニー

ズに十分対応できる指導体制を強化する。 

 （７）ヘルパー組織の体制整備 

    家族経営等の畜産農家が持続的に経営を継続していくには、休日の確保や病気やけが

の代用人員をいかに確保するかが課題となっており、ゆとりある生活を実現していくた

め、畜産ヘルパーの果たす役割がますます重要となっている。このため、畜産ヘルパー

組合の運営・組織強化、人材育成等の取組みについて関係機関と連携し支援していく。 

（８）畜産物の地産地消の推進と食育の推進 

    酪農及び肉用牛の生産は、「牛」を飼い、傾斜地等の利用しにくい土地においては「草」

を活用し、地域の「人」たちと連携することで、良質な動物性たんぱく質を消費者に供給

していく地域の基幹産業である。 

    このため、畜産物の栄養や特性、心身の健康に与える影響等に加え、酪農及び肉用牛生

産に関する正しい理解を得ることが重要であり、生産から流通・消費に至るまでの、各段

階における生産者・流通業者の安全・安心確保に向けた努力や取組みの情報提供を行う。 

    インターネット等を活用した生産者と消費者の連携強化により、双方向の情報交流と

これを通じた食料、農業及び食生活に対する理解醸成を促すとともに、教育機関と連携

し、地域の食材を活用した学校給食の実施や、酪農教育ファームなど生産現場における

体験学習等を通じた「食」や「生命」、「心」に関する教育により、農業生産現場及び畜産

物についての理解を促進する。 

    学校給食については県産牛乳を安定的に供給するとともに、生産者、市町村、生産者団

体及び流通団体等の関係者と連携して、「総称山形牛」等の畜産物の利用を促進し、児童・

生徒の体位・体力の向上並びに畜産物の地産地消に対する意識啓蒙を図る。 
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６ 災害に強い畜産経営の確立 

 

   近年、全国的に台風や大雨、震災等の大規模な災害が続発している。本県においても例

外ではなく、台風や大雨、大雪による畜舎等の浸水や倒壊、家畜の死亡等の甚大な被害が

発生したことから、気象台の気象変動の情報を元に、関係市町村や団体を通じ畜産経営者

に災害等への備えや事後対策等の情報を周知し注意喚起を促していく。 

   特に、災害への備えは各経営の責務であり、非常用の電源や飼料の備蓄、家畜共済や畜

舎等の施設に対する損害補償制度への加入の重要性について周知していく。 

また、新型コロナウイルス感染症により、外食産業やインバウンドの需要が激減し牛枝

肉相場が急落するなど、畜産経営は大きな打撃を受けたことから、eコマース等の新しい

生活様式に対応した流通システムの構築を図るとともにに、農場における感染予防の徹底

について指導していく。 
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Ⅱ 生乳の生産数量の目標並びに乳牛及び肉用牛の飼養頭数の目標 
１ 生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標 

区

域

名 

区域の 

範 囲 

現 在 （平成 30年度） 目 標 （令和 12年度） 

総頭数 
成牛 

頭数 

経産牛 

頭 数 

経産牛１

頭当たり

年間 

搾乳量 

生 乳 

生産量 
総頭数 

成牛 

頭数 

経産牛 

頭 数 

経産牛１

頭当たり

年間 

搾乳量 

生 乳 

生産量 

    頭 頭 頭 ㎏ ｔ 頭 頭 頭 ㎏ ｔ 

村

山 

山形市、 

上山市、 

天童市、 

寒河江市、 

村山市、 

東根市、 

尾花沢市の７市 

山辺町、 

中山町、 

河北町、 

西川町、 

朝日町、 

大江町、 

大石田町の７町 

     
2,261 

     
1,925 

     
1,811 

7,754 64,827 

      
2,040 

     
1,800 

     
1,710 

 
8,500 

 
85,000 

最

上 

新庄市の１市 

金山町、 

最上町、 

舟形町、 

真室川町の４町 

大蔵村、 

戸沢村、 

鮭川村の３村 

     
1,320 

       
880 

       
828 

      
1,060 

       
830 

       
800 

置

賜 

米沢市、 

長井市、 

南陽市の３市 

高畠町、 

川西町、 

小国町、 

白鷹町、 

飯豊町の５町 

     
7,248 

     
5,811 

     
5,465 

      
6,830 

     
5,850 

     
5,480 

庄

内 

鶴岡市、 

酒田市の２市 

三川町、 

庄内町、 

遊佐町の３町 

       
371 

       
274 

       
256 

      
2,770 

     
2,120 

     
2,010 

合

計 
35市町村 11,200 8,890  8,360  7,754 64,827 12,700 10,600 10,000   8,500 85,000 

    (注)１．必要に応じて、自然的経済的条件に応じた区域区分を行い、市町村をもって区域の範囲を表示すること。   
                    また、以下の諸表における区域区分もこれと同じ範囲によること。  
              ２．生乳生産量は、自家消費量を含め､総搾乳量とする。 
       ３．｢目標｣欄には計画期間の令和12年度の計画数量を､｢現在｣欄には原則として平成30年度の数値を記入すること。以下、諸表において同じ。 
       ４．成牛とは、24ヶ月齢以上のものをいう。以下、諸表において同じ。 
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 ２ 肉用牛の飼養頭数の目標 

    

 

 (注) １．繁殖雌牛とは、繁殖の用に供する全ての雌牛であり、子牛、育成牛を含む。 

    ２．肉専用種のその他は、肉専用種総頭数から繁殖雌牛及び肥育牛頭数を減じた頭数で子牛を含む。以下、諸表において同じ。 

   ３．乳用種等とは、乳用種及び交雑種で、子牛、育成牛を含む。以下、諸表において同じ。 

  

計

頭

160

1,010

290

240

1,700

区域名
区域の

範　囲

現　在　（平成30年度） 目　標　（令和12年度）

肉用牛

総頭数

肉専用種 乳用種等
肉用牛

総頭数

肉専用種 乳用種等

繁殖雌牛 肥育牛 その他 計 乳用種 交雑種 計 繁殖雌牛 肥育牛 その他 計 乳用種 交雑種

　　　頭 　　　頭 　　　頭 　　　頭 　　　頭 　　　頭 　　　頭 頭 　　　頭 　　　頭 　　　頭 　　　頭 　　　頭 　　　頭 　　　頭

村山

山形市、

上山市、

天童市、

寒河江市、

村山市、

東根市、

尾花沢市の７市

山辺町、

中山町、

河北町、

西川町、

朝日町、

大江町、

大石田町の７町

17,212 1,021 16,052 17,073 139

6,845

139 23,370 1,960 21,250

5,650

23,210 160

最上

新庄市の1市

金山町、

最上町、

舟形町、

真室川町の4町

大蔵村、

戸沢村、

鮭川村の3村

7,675 2,530 4,315 8,710 1,010

置賜

米沢市、

長井市、

南陽市の3市

高畠町、

川西町、

小国町、

白鷹町、

飯豊町の5町

9,634 2,793 6,583 9,376 258 12,370 3,580

830 830 9,720 3,060

8,500 12,080 290

庄内

鶴岡市、

酒田市の2市

三川町、

庄内町、

遊佐町の3町

3,879 1,346 2,280 200

258

403,626 33 253 4,540220

合計 35市町村 38,400 7,690 29,230 1,50036,920 220 1,260 1,480 50,000 10,000 38,300 48,300 200

1,400 2,900 4,300



 

13 

 

Ⅲ 近代的な酪農経営方式及び肉用牛経営方式の指標 

１ 酪農経営方式 

   単一経営   

目指す経営の姿 

経営概要 

経営形態 飼養形態 

経産牛頭数 

頭 

飼養方式 外部化 給与方式 放牧利用（放牧地面積） 

(ha) 

自給飼料生産に立脚し、性選別技術を活用し

た乳用後継牛の確保とヘルパーを活用した

ゆとりある家族経営 

家族 

（労働力２人） 

(主たる従事者 1.5 人) 

50 つなぎ 

パイプライン 

搾乳ユニット自動搬送装置 

酪農ヘルパー 分離給与 － 

発情分娩監視装置等の導入による繁殖性の

向上と併せ、規模拡大を図る法人経営 

法人 

（労働力 4 人） 

（主たる従事者 4 人） 

150 パーラー、 

フリーストール 

コントラクター ＴＭＲ給与 － 

 

生産性指標 備

考 牛 飼料 人 

経産牛 1 頭

当たり乳量 

更新産

次 

作付け体系及

び単収 

作付延べ面積 

※放牧利用を

含む 

外部化 

（種類） 

購入国産飼

料 

（種類） 

飼料自給率

（国産飼料） 

（TDN） 

粗飼料 

給与率 

（現物） 

経営内堆肥

利用割合 

生産コスト 労働 経営 

生乳 1 ㎏当たり 

費用合計 

経産牛 1 頭当たり 

飼養労働時間 

総労働時間 

（主たる従事者） 

粗収入 経営費 農業 所得 主たる従事者 1

人当たり所得 

 

㎏ 産 ㎏ ha   % % 割 円（%） hr hr 万円 万円 万円 万円  

8,600 4 青刈りとう

もろこし 

７，０００ 

イネＷＣＳ 

６，０００ 

15 酪農ヘル

パー 

コントラ

クター 

- 42 81 10 115 

 

86 4,320 

(4,020) 

 

5,805 4,934 871 581  

9,000 4 青刈とうも

ろこし 

７，０００ 

イネＷＣＳ 

６，０００ 

41 コントラ

クター 

- 42 81 10 114 

 

53 7,920 

(7,920) 

 

18,460 15,736 2,715 679  

(注) １．「方式名」欄には、経営類型の特徴を、「備考」欄には「方式」の欄に掲げる方式を適用すべき区域名等を記入すること。 

２．６次産業化の取組を織り込む場合には、基本方針の第３の票のように、６次産業化部門に係る指標を分けて記入すること。 

３．（注）１，２については、「２肉用牛経営方式」についても同様とする。 
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２ 肉用牛経営方式 

   肉用牛（肥育・一貫）経営 

目指す経営の姿 

経営概要 

経営形態 

飼養形態 

飼養頭数 飼養方式 外部化 給与方式 
放牧利用 

（放牧地面積） 

発情・分娩監視装置の導入

による生産性の向上を図り

ながら、肥育素牛を安定的

に確保する一貫経営 

法人経営 

（労働力 3 人） 

（主たる従事者 2 人） 

繁殖牛 50頭 

肥育牛 70頭 

フリーバーン 

牛房・群飼 

コントラ

クター 

 

分離給与 － 

肥育牛の出荷月齢の早期化

により、経費の低減を図る家

族経営 

家族経営 

（労働力 2.5 人） 

（主たる従事者 2 人） 

肥育牛 200 頭 牛房・群飼 ヘルパー 分離給与 － 

 

   (注)１．繁殖部門との一貫経営を設定する場合には、肉専用種繁殖経営の指標を参考に必要な項目を追加すること。 

 

 

生産性指標 

備考 

牛 飼料 人 

肥 育

開 始

時 月

齢 

出荷 

月齢 

肥育 

月齢 

出荷時

体重 

1 日当たり 

増体量 

作付体系 

及び 

単収 

作付延べ 

面積 

※放牧利用

を含む 

外部化 購入国産 

飼料 

（種類） 

飼料自給

率 

（国産飼

料） 

粗飼料

給与率 

（現物） 

経営内

堆肥利

用割合 

生産コスト 労働 経営 

肥育牛１頭当たり 

費用合計 

肥育牛 1 頭 

当たり 

飼養労働時間 

総労働時間 

（主たる従事

者） 

粗収入 経営費 農業所得 主たる従事

者 1人当た

り所得 

ヶ月 ヶ月 ヶ月 ㎏ kg kg ha   % % 割 円（%） hr Hr 万円 万円 万円 万円  

9 29 20 800 0.85 稲 WCS 

6,000 

 

15 コント

ラクタ

ー 

 47 64 10 650,000 繁殖 50 

肥育 30 
 

4,950 

(2,850) 

 

5,435 4,383 1,052 526  

9 29 20 800 0.85 稲わら 

550 

22 ヘルパ

ー 

 10 23 10 726,500 30 6,000 

(4,800) 

 

15,529 14,531 998 500  
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Ⅳ 乳牛及び肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項 

１ 乳牛 

（１）区域別乳牛飼養構造 

区 域 

名 

①総農家 

戸数 

②飼養農家

戸数 
②／① 

乳牛頭数 1戸当たり 

③総数 
④うち成牛 

頭数 

平均飼養頭数

③／② 

村
山 

  戸 戸   % 頭 頭 頭 

現在   
69 

  
 2,261 1,925 32.6 

目標   52  2,040 1,800 39.2 

最
上 

現在   36   1,320 880 36.4 

目標   27   1,060 830 39.3 

置
賜 

現在   116   7,248 5,811 62.5 

目標   91   6,830 5,850 75.1 

庄
内 

現在   16   371 274 23.9 

目標   10   2,770 2,120 277.0 

合 

計 

現在 28,600 237  0.8 11,200 8,890 47.3 

目標   180   12,700 10,600 70.6 

   

（２）乳牛の飼養規模の拡大のための措置 

    本県の酪農は、全国平均より小規模な家族経営が大宗を占めているが、法人経営に

よる大規模飼養形態が増加傾向にある。畜舎の整備や草地造成など自給粗飼料の生産

基盤を強化し安定的な生乳生産が図られるよう、担い手の育成や飼養管理技術の高度

化などの技術支援と併せ、畜産クラスター事業や県単独補助事業、制度資金等による

施設等の整備について支援していく。施設整備の際は、経営者ごとに、飼育技術、資

金力、労働力、飼料生産、土地等の条件が異なるため、多様性のある経営方針に対応

しながら、社会的情勢の変化を捉え、経営体の現状と課題を整理し、県、関係市町
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村、農協、金融機関等の関係者と情報の共有を図り、規模拡大や生産性向上の取組み

に対して地域と連携し総合的に支援していく。 

    また、家族経営を中心とした中小規模の経営体に対しては、多額の投資をせずとも

現行の頭数規模を維持しつつ、生産性の向上や経費の削減により経営の安定を図る取

組みに支援する。ゲノミック評価技術を活用した受精卵を牛群検定農家に配布し、高

い能力を持った乳用牛を増殖するとともに、発情分娩監視装置等ＩＣＴを活用した新

技術の実装を推進し生産性の向上を図る。さらに、労力軽減のための畜舎の整備・改

修や機械の導入に対し、補助事業や制度資金の活用を促す。 

    特に酪農は牛舎のほか搾乳関連の施設も不可欠であり、初期投資が多額となること

から、規模拡大時から経営が軌道に乗るまでの期間について、生産技術の指導や円滑

な資金繰りが図られるよう関係機関と連携し支援していく。 
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 ２ 肉用牛 

 

（１）区域別肉用牛飼養構造 

 
(注)( )内には、一貫経営に係る分(肉専用種繁殖経営、乳用種・交雑種育成経営との複合経営)について内数を記入すること。 

① ②

総農家数
飼養農家
戸数

計 繁殖雌牛 肥育牛 その他 計 乳用種 交雑種
戸 戸 ％ 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭

現在 19 191 191 191

目標 5 70 70 70

現在 173 1,819 1,819 1,819

目標 115 1,910 1,910 1,910

現在 147 2,041 2,041 2,041

目標 93 2,120 2,120 2,120

現在 64 971 971 971

目標 37 900 900 900

現在 28,600 403 1.4 5,022 5,022 5,022

目標 250 5,000 5,000 5,000

89 16,882 16,882 830 16,052

(17) (830) (9,145)

76 23,140 23,140 1,890 21,250

(26) (1,890) (13,200)

33 5,026 5,026 711 4,315

(9) (711) (3,111)

30 6,800 6,800 1,150 5,650

(20) (1,150) (4,250)

126 7,335 7,335 752 6,583

(19) (752) (1,694)

111 9,960 9,960 1,460 8,500

(32) (1,460) (3,950)

38 2,655 2,655 375 2,280

(13) (375) (1,010)

33 3,400 3,400 500 2,900

(22) (500) (1,600)

28,600 286 1.0 31,898 31,898 2,668 29,230

(58) (2,668) (14,960)

250 43,300 43,300 5,000 38,300

(100) (5,000) (23,000)

現在 14 139 139 139

目標 5 160 160 160

現在 9 830 830 830

目標 3 1,010 1,010 1,010

現在 17 258 258 258

目標 6 290 290 290

現在 10 253 253 220 33

目標 6 240 240 200 40

現在 28,600 50 0.2 1,480 1,480 220 1,260

目標 20 1,700 1,700 200 1,500

合計

庄内

置賜

乳
用
種
・
交
雑
種
肥
育
経
営

村山

最上

村山

肉
専
用
種
繁
殖
経
営

最上

現在

目標

現在

村山

庄内

目標

②／①

肉　用　牛　飼　養　頭　数

総　数
肉　専　用　種 乳　用　種　等

合計

区域名

置賜

庄内

合計

現在

目標

肉
専
用
種
肥
育
経
営

現在

目標

最上

現在

目標

置賜
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（２）肉用牛の飼養規模の拡大のための措置 

    肉用牛については、飼料自給率の向上、飼養管理・経営管理技術の改善による県産

牛肉の安定的な出荷、中核的な担い手や後継者等意欲的な農業者に対する規模拡大の

ほか、経営規模や方針に応じた畜舎の整備等による生産性の向上を図る取組みに支援

していく。 

    近年では、肥育素牛購入経費の削減や血統を揃える観点から、肥育牛経営者が自ら

繁殖雌牛を導入し一貫経営に移行する事例が増えてきている。このような背景から、

山形生まれ山形育ちの「総称山形牛」の増産を図るため、県内家畜市場と繁殖・肥育

農家が連携した地域内一貫生産や、肥育農家が新たに繁殖部門を取り入れる経営内一

貫生産を推進する取組みに対し支援している。 

    施設整備の際は、経営者ごとに、飼育技術、資金力、労働力、飼料生産、土地等の

条件が異なるため、多様性のある経営方針に対応しながら、社会的情勢の変化を捉

え、経営体の現状と課題を整理し、県、関係市町村、農協、金融機関等の関係者と情

報の共有を図り、規模拡大に向けて地域と連携し総合的に支援していく。 

    また、家族経営を中心とした中小規模の経営体に対しては、多額の投資をせずとも

現行の頭数規模を維持しつつ、生産性の向上や経費の削減により経営の安定を図る取

組みに支援する。高い能力を持った県産種雄牛の活用や優秀な基礎雌牛の配置により

牛群の改良を進めるとともに、発情分娩監視装置等のＩＣＴ関連の新技術の実装、労

力軽減のための畜舎の整備・改修や機械の導入に対し補助事業や制度資金の活用を促

していく。 

    肥育経営において、新たに繁殖部門を取り入れ一貫生産体制を構築する場合におい

ては、施設整備に対する支援だけではなく、引き続き、繁殖成績を向上させるため関

係機関と連携した技術的な支援を行っていく。 
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Ⅴ 国産飼料基盤の強化に関する事項 

 

  １ 飼料の自給率の向上 

 

 

 

 

 

 

２ 具体的措置 

 

 （１）粗飼料基盤強化のための取組み 

    牧草については、県の推奨品種を活用した草地改良等の実施により、単位面積当たり

の収量性の向上を図る。単位収量の目標は3,300kg/10ａ（現状2,850kg/10ａ）とする。 

    飼料用とうもろこしは、細断型ロールベールサイレージの普及に伴い、飼料畑及び水

田転換地において作付け面積が年々増加しており、県の推奨品種による更なる作付面積

の拡大を推進する。作付け目標面積は、1,400haとする（現状774ha）。 

    稲ＷＣＳは、水稲農家との連携が進み年々拡大してきている。これまでは主食用品種

を含む子実型の品種が大宗であったが、より粗飼料としての性質を有し、消化性に優れ

た茎葉型品種の取組みを推進する。作付け目標面積は、1,200ha（現状908ha）を目指す。 

    稲わらについては、本県を含む日本海側の気象では秋の天候不順により、乾燥稲わら

の収集が困難になることから、稲わらサイレージの普及・定着を更に推進し、県内産稲

わらの収集拡大を図る。 

    畜産農業者の高齢化、担い手不足により、個々の生産者における自己完結型の自給飼

料生産は、今後さらに困難な状況になることが想定される。このため、集落営農法人等、

地域農業法人を母体としたコントラクター組織の育成・確保や遊休農地、耕作放棄地等

を活用した簡易放牧の普及推進に取り組むことにより、飼料生産に係る労働負担軽減と

コスト削減による自給飼料の安定確保を図る。 

 （２）輸入とうもろこしの代替となる飼料生産の取組み 

    輸入とうもろこしの代替として、飼料用米や子実用とうもろこしの生産・利用を一層

拡大するため、畜産農家における保管施設・加工調製設備の整備を行うとともに、稲籾

ＳＧＳ加工・利用等の流通経費を抑えた地域完結型の取組みを推進する。 

 

 現在（平成 30年度） 目標（令和 12年度） 

飼料自給率 
乳用牛 34.9％ 40.7％ 

肉用牛 22.3％ 37.4％ 

飼料作物の作付延べ面積 7,593ha 8,967ha 

〔稲籾ＳＧＳ（rice Soft Grain Silage）〕 

〇 稲籾を破砕後に加水・調製し発酵させた飼料（稲籾発酵飼料）。 
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Ⅵ  集乳及び乳業の合理化並びに肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する事項 

 

１ 集送乳の合理化 

  指定生乳生産者団体においては、県内における集送乳体制の見直しやクーラーステーシ

ョンの再編整備の検討を行うことにより、生乳流通コストのより一層の低減を推進してい

く。 

 

 ２ 乳業の合理化 

 

（１）乳業施設の合理化 

    本県の乳業施設は、主に飲用牛乳を製造する工場であり、設備の老朽化が見られるほ

か、生乳生産量の減少の影響もあり、各施設における稼働率も低い状況にある。また、

令和元年度現在、１日当たり生乳処理量が約２t 以上の乳業工場５社で生乳処理の約

95％を占めており、これら以外は中小事業者である。 

    今後は、生乳生産の拡大並びに県産牛乳・乳製品の消費拡大策と一体的に集乳コー

スの合理化、衛生管理等の高度化による安全・品質確保、工場の稼働率の向上、労働生

産性や商品開発力の向上等による競争力の強化と、牛乳・乳製品製造コストの低減を

図るため、乳業施設の統廃合、効率的な施設への転換等乳業施設の合理化を推進する。 

 工場数 

（１日当たり生乳処理量２ト

ン以上） 

１日当たり生乳

処理量① 

１日当たり生乳処

理能力② 

稼働率 

①／②×100 
備考 

山

形

県 

現
在 

令
和
元
年
度 

飲用牛乳を主に製

造する工場 
５工場 

合計 
kg 

60,739 

kg 

129,970 

% 

46.7 

 

1 工場 

平均 
12,148 25,994 46.7  

目
標 

令

和

12

年

度 

飲用牛乳を主に製

造する工場 

３から 

４工場 

合計 78,400 104,170 75.3  

1 工場 

平均 
19,600 26,043 75.3  

         (注)1.｢1日当たり生乳処理量｣欄には､年間生乳処理量を365日で除した数値を記入すること。  

              2.｢1日当たり生乳処理能力｣欄には､飲用牛乳を主に製造する工場にあっては6時間､乳製品を主に製造する工場にあっては北海道は12時間､北海道以外は6時間それぞれ稼働した場合に

処理できる生乳処理量(kg)の合計を記入すること。 
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（２）具体的措置 

    令和元年度現在、飲用牛乳を主に製造する工場のうちＨＡＣＣＰに基づく衛生管理

に取り組んでいるのは４工場である。令和12年度までに全ての工場でＨＡＣＣＰに基

づく衛生管理の実施を目標とする。なお、中小規模工場等で直ちにＨＡＣＣＰに基づ

く衛生管理の導入が難しい場合は、ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理を継続

し、食品事故の発生防止対策の徹底、事故発生時の的確な対処に向けた危機管理体制

の構築を推進していく。 

    また、安全安心な牛乳・乳製品を安定的に供給していくため、指定生乳生産者団体に

おいて実施する講習会・研修会等の開催、巡回指導等に支援し乳質改善を推進するとと

もに、乳業者団体と連携し、高度な衛生管理の下で安定的に牛乳を製造するため、新た

な乳業施設の再編整備について検討していく。 

    さらに、県産生乳を用いたこだわりの牛乳やヨーグルトの等の製造や新商品開発な

どの取組みについて支援していく。 
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  ３ 肉用牛及び牛肉の流通の合理化 

 

（１）肉用牛の流通合理化 

     ア 家畜市場の現状（令和元年度） 

     現在、全国農業協同組合連合会山形県本部、山形おきたま農業協同組合、山形県家

畜商業協同組合が開設する３市場が運営されているが、施設の老朽化が進み維持経費

の面で課題がある。また、他県の市場と比べ上場頭数が少ないことから、購買者の確

保が課題となっている。 

名称 開設者 
登録 

年月日 

年間開催日数(令和元年度) H31.4 月～R2.３月 年間取引頭数(令和元年度) H31.4 月～R2.３月 

肉専用種 乳用種等 肉専用種 乳用種等 

初生牛 子牛 成牛 初生牛 子牛 成牛 初生牛 子牛 成牛 初生牛 子牛 成牛 

   日 日 日 日 日 日 頭 頭 頭 頭 頭 頭 

山形最上 

家畜市場 

全農山形

県本部 

平成 6 年 

6 月 3 日 

 
 11 11     1,755 74    

置賜 

家畜市場 

山形おき

たま農業

協同組合 

平成 13年 

５月１日  ６ 6     1,276 23    

山形中央 

家畜市場 

山形県家

畜商業協

同組合 

昭和 35年

12月20日 52 

 

12 

 

52 

 

52 

 

18 

 

52 

 

43 

 

15 

 

15 

 

4,509 

(3,721) 

46 

(3) 

754 

(15) 

(注)1.肉用牛を取り扱う市場について記入すること。 

           2.初生牛とは生後1～8週間程度のもの、子牛とは生後1年未満のもの(初生牛を除く)、成牛とは生後1年以上のものとする。 

           3.乳用種等については、交雑種は内数とし( )書きで記入すること。 

     イ 具体的取組み 

     各家畜市場の現状と課題を整理し、生産者、生産者団体、流通団体等の関係者と

意見交換を行い、今後の肉用牛の生産目標を踏まえ年間を通じた市場開催に加え、

家畜市場の機能強化、再編・整備等について検討していく。 

（２）牛肉の流通の合理化 

      ア 食肉センターの現状(令和元年度) 

     本県には３つの食肉センターがあり、それぞれ地域の実情に即し運営されており、

国産食肉の円滑な供給を図ることで、畜産業・畜産経営の安定はもとより、食生活の

安定に重要な役割を担っている。近年、施設の老朽化や今後増加が見込まれる輸出に

対応するため、新たな食肉処理施設の整備について検討が進められている。 
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名称 
設置

者 

設 置 

年月日 

年間 

稼働 

日数 

と畜能力 

1日当たり 

と畜実績 

1日当たり 
稼働率 

②／① 

部分肉処理能力 

1日当たり 
部分肉処理実績計 稼働率 

④／③ 
① うち牛 ② うち牛 ③ うち牛 ④ うち牛 

   日 頭 頭 頭 頭 ％ 頭 頭 頭 頭 ％ 

山形県総合食肉流通 

センター 

株式会社   

山形県肉

公社 

昭和 54年 

2月 1日 247  800  280  699  236  87  360  80  432  57 120 

米沢市食肉センター 米沢市 昭和 39年 

8月 24日 
243 400 200 164 61 41 120 20 96 9 84 

庄内食肉流通センター 庄内広域

行政組合 

平成 13年 

10月 1日 
 248 1,130   80 1,083  12 96 - - - - - 

      (注)1.食肉センターとは、食肉の処理加工を行う施設であって、と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第1項の都道府県知事の許可を受けたものをいう。 

         2.頭数は、豚換算(牛 1頭=豚 4頭)で記載すること。｢うち牛｣についても同じ。 

      イ 食肉センターの整備目標 

     と畜場の処理能力や対米輸出に対応できる食肉センターの設備の高度化、ＨＡＣ

ＣＰ導入を推進し、県内食肉流通の効率化、円滑化を推進する。 

       ウ 肉用牛(肥育牛)の出荷先    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注)現在の出荷頭数及び出荷先については、畜産物流通統計の肉畜種類別都道府県間交流表との整合を図ること。 

エ 具体的取組 

    本県の食肉センターのと畜及び部分肉処理の稼働率は高い傾向にあるが、施設等

の老朽化も進んでいることや、増加が期待される輸出への対応が必要となってくる

ことから、各地域の食肉処理施設の機能分担を整理するとともに、米国等衛生基準

が厳しい国への輸出が可能となるような、新たな食肉処理施設の整備に向けて、生

産者、食肉処理施設所有者・運営者、食肉流通業者、関係行政機関等とコンソーシ

アムを組織し連携した体制を構築しながら検討を進めていく。 

  

Ⅶ その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項 

   無し 

区域名 区 分 

現在（令和元年） 目標（令和 12年） 

出荷頭数 

① 

出荷先 ②  

／ 

① 

出荷頭数 

① 

出荷先 ② 

／ 

① 
県内 

② 

県外 県内 

② 

県外 

山形県 

 

肉専用種 

乳 用 種 

交雑種 

頭 
15,627 

1,389 

519 

頭 
13,190 

266 

53 

頭 
2,437 

1,123 

466 

％ 
84.4 

19.2 

10.2 

頭 
22,900 

2,180 

1,000 

頭 
18,320  

436 

200 
 

頭 
4,580 

1,744 

800 

％ 
80 

20 

20 


